
           

障
害
者
に
な
っ
た
と
き
は 

国
民
年
金
に
加
入
中
（
も
し
く
は
60

歳
以
上

65
歳
未
満
で
日
本
に
住
ん
で

い
る
）
に
初
診
日
の
あ
る
病
気
や
け
が

で
政
令
に
定
め
る
１
級
ま
た
は
２
級
の

障
害
の
状
態
に
な
っ
た
人
が
受
け
ら
れ

る
の
が
障
害
者
年
金
で
す
。 

厚
生
年
金
に
加
入
中
に
初
診
日
が
あ

る
と
き
は
、
障
害
厚
生
年
金
も
受
給
で

き
ま
す
。 

受
診
す
る
た
め
の
要
件 

 

初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で

の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
の

未
納
期
間
が
３
分
の
１
以
上
な
い
こ
と

が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
初
診
日
が
平

成
28
年
３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
場
合

は
、
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で

の
１
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ

ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

▼
障
害
基
礎
年
金
額
（
年
額
） 

○
１
級 

96
万
６
，
０
０
０
円 

○
２
級 

77
万
２
，
８
０
０
円 

※
受
給
者
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

る
子
が
い
る
場
合
は
、
加
算
が
あ

り
ま
す
。
子
と
は
、
18
歳
に
な
っ

て
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
子
、

ま
た
は
20
歳
未
満
で
１
級
、
２
級

の
障
害
が
あ
る
子
の
こ
と
で
す
。 

平
成
23
年
度
か
ら
、
受
給
権
を
取

得
し
た
後
に
子
を
扶
養
す
る
よ

う
に
な
っ
た
人
に
も
加
算
が
あ

り
ま
す
。 

○
１
人
目
・
２
人
目 

各
22
万
２
，
４
０
０
円 

○
３
人
目
以
降 

 
 

各
７
万
４
，
１
０
０
円 

国
民
年
金
加
入
前
に
障
害
者
に
な
っ

た
人
は 

国
民
年
金
に
加
入
す
る
20
歳
に
な

る
前
に
１
級
、
２
級
の
障
害
者
に
な
っ

た
場
合
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら

障
害
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。 

た
だ
し
、
本
人
に
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
場
合
は
、
所
得
額
に
応
じ
て
全

額
ま
た
は
半
額
が
支
給
停
止
に
な
り
ま

す
。 

 

生
活
を
支
え
る
人
が
亡
く
な
っ
た
時 

 

国
民
年
金
の
加
入
者
な
ど
が
亡
く
な

っ
た
と
き
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た

子
の
い
る
配
偶
者
ま
た
は
子
が
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
が
遺
族
基
礎
年
金
で

す
。 

対
象
と
な
る
人 

○
亡
く
な
っ
た
人 

①
国
民
年
金
に
加
入
中
（
も
し
く
は

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
日
本
に

住
ん
で
い
る
）
人 

②
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人
、

受
け
ら
れ
る
人 

○
受
け
と
る
人 

 
 

亡
く
な
っ
た
人
に
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
子
の
い
る
配
偶
者

か
子 

受
給
す
る
た
め
の
要
件 

 

右
記
①
の
場
合
、
死
亡
日
の
あ
る

月
の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険
者
期

間
の
う
ち
、
保
険
料
を
納
め
て
い

な
か
っ
た
期
間
が
３
分
の
１
以
上

な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。
た
だ
し

死
亡
日
が
平
成
28
年
３
月
31
日
ま

で
に
あ
る
場
合
は
、
死
亡
日
の
あ
る

月
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
保

険
料
の
未
納
が
な
け
れ
ば
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

▼
遺
族
基
礎
年
金
額
（
年
額
） 

○
配
偶
者
が
受
け
る
場
合 

子
が
１
人
い
る
配
偶
者 

99
万
５
，
２
０
０
円 

子
が
２
人
い
る
配
偶
者 

 
 

 

１
２
１
万
７
，
６
０
０
円 

子
が
３
人
い
る
配
偶
者 

 
 

 

１
２
９
万
１
，
７
０
０
円 

※
子
が
４
人
以
上
い
る
場
合
は
子
が

３
人
い
る
配
偶
者
の
額
に
１
人

に
つ
き
７
万
４
，
１
０
０
円
を
加

算
。 

○
子
が
受
け
る
場
合 

１
人
の
と
き 

77
万
２
，
８
０
０
円 

２
人
の
と
き 

 
 

 

99
万
５
，
２
０
０
円 

３
人
の
と
き 

 
 

 

１
０
６
万
９
，
３
０
０
円 

※
子
が
４
人
以
上
の
場
合
は
子

が
３
人
の
額
に
１
人
に
つ
き

７
万
４
，
１
０
０
円
を
加
算
。 

       

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

（
電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３
） 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

（
電
話
０
１
６
６
―
72
‐
５
０
０
２
） 


